
 
 

令和７年度 園・学校計画訪問 実施要項 
 

                                                               東部教育事務所 
 
Ⅰ 趣 旨 

 邑楽郡内の園及び小・中学校を計画的に訪問し、園・学校経営、教育課程、学習指導・保育指導、
生徒指導等の重点課題を踏まえ、その解決策等について指導助言を行い、学校教育の一層の充実に寄
与する。 

 
Ⅱ 実施期間等 

区 分 実    施    期    間 園 小・中学校 
計画 
訪問 

前期 令和７年５月１９日～令和７年 ６月２７日 
全 日 

全 日 
後期 令和７年９月２２日～令和７年１１月２１日 全 日 

   ※園は、年１回の訪問とし、前期、後期より選択する。 
 
Ⅲ  指導・助言内容 
  ○ 園 

〔 前・後期共通 〕 
    ① 東部教育事務所の学校教育係運営方針等に関する示達を行う。 
      ② 園経営等についての指導助言を行う。 
   ③ 園内研修についての指導助言を行う。 
   ④ 指導要録等の文書管理についての指導助言を行う。 
      ⑤ 一般及び研究保育を中心とした保育についての指導助言を行う。 
 
 ○ 小・中学校 
   〔 前期 〕 
      ①  東部教育事務所の学校教育係運営方針等に関する示達を行う。 
      ②  学校経営等についての指導助言を行う。 
      ③ 一般授業についての指導助言を行う。 
      ④ 校内研修についての指導助言を行う。 
      ⑤ 指導要録等の文書管理についての指導助言を行う。 
   ※ 研究授業についての研究協議及び指導助言を行う（希望）。 
     ※ 邑楽郡教科等指導員が同行する場合がある。 
   〔 後期 〕 
      ①  東部教育事務所の学校教育係運営方針等に関する示達を行う。 
      ② 学校経営等についての指導助言を行う。 
      ③ 研究授業についての研究協議及び指導助言を行う。 
     ④ 校内研修についての指導助言を行う。 
      ※  一般授業についての指導助言を行う。 
     ※ 邑楽郡教科等指導員が同行する場合がある。 
 
Ⅳ  計画訪問の実施方法 
 １ 手続き等   

(1) ＡＢＣ日程については、前年度の日程をローテーションする。 
小・中学校は、事務所が示した実施日程表（別紙）を基に、当該教育委員会と日程調整を行う。 
園は事務所が示した実施日程表（別紙）を基に、前期、後期のいずれか希望する区分及び第１～

３候補までの希望実施日を当該教育委員会と調整を行う。 
当該教育委員会は、各園・学校と調整した日程を２月２０日（木）までに東部教育事務所担当に

報告する。 
(2)  東部教育事務所は、当該教育委員会を通して３月上旬までに訪問日及び訪問指導主事の人数を

通知する。 
(3)  各園・学校は、事前に授業者数、授業者氏名等について当該教育委員会を通して東部教育事務

所と調整し、 ＜様式１＞または＜様式２＞により当該教育委員会を通して東部教育事務所長あて
報告する。（前期は ４月１１日(金）、後期は ７月４日（金）まで） 

(4) 東部教育事務所は、当該教育委員会を通して訪問する指導主事名を通知する。(前期は５月上旬
頃、後期は９月上旬頃） 

(5) 各園・学校は、訪問１０日前までに、訪問日の日程等について、当該教育委員会を通して訪問す
る指導主事と事前打合せをする。 

(6)  各園・学校は、計画訪問報告書(＜様式３＞または＜様式４＞）を訪問後、１４日以内に、当該
教育委員会を通して東部教育事務所長あて PDF ファイルにて提出する。 

 
 

 



 
 

２  提出資料及び提出方法 
(1) 事前提出資料 
・園（前期・後期共通） 
○園経営の重点 
 
○学校評価資料 
 
 
 
○指導案 
 
○園内研修資料 

・園経営の重点（様式６）に、前期実施の場合は、「園の方針・取組」
のみ記入。後期実施の場合は、「進捗状況」まで記入する。 

・令和６年度末教育委員会に提出した資料（令和６年度の様式１・２） 
・令和７年度教育委員会に提出する資料（令和７年度の様式１） 
・後期実施の場合、中間の自己評価結果がある場合には記入をする。また、

改善策を保護者等へ示したものがあれば添付する。 
・保育指導案綴に当日の日程、授業者一覧、教室配置、事務所の運営

方針及び運営の重点を添付する。 
・園内研修計画書（前期）、園内研修中間報告書（後期） 

・小・中学校 
○学校経営の重点 
 
○学校評価資料 
 
〇全体計画・年間

指導計画の写し 

前 
 
 
 
期 

・「学校経営の重点」の方針・取組が分かる資料   
（学校経営方針〔学校経営の構想が図等で示されているもの〕と様式５） 
・令和６年度末教育委員会に提出した資料（令和６年度の様式１・２） 
令和７年度教育委員会に提出する資料（令和７年度の様式１） 

・総合的な学習の時間、特別活動の資料 
全体計画、年間指導計画（各学年） 

○学校経営の重点 
○学校評価資料（※） 

後 
 
期 

・「学校経営の重点」の進捗状況が分かる資料（学校経営方針と様式５） 
（※）中間の自己評価結果（今年度の様式１）がある場合には、提出 

する。また、改善策を保護者等へ示したものがあれば添付する。
○指導案 
 
 
 
○校内研修資料 
○学力向上計画 

前
後
期
共
通 

・指導案綴に当日の日程、授業者一覧、教室配置、事務所の運営方針及
び運営の重点を添付する。 

・学校保健担当指導主事及び教科等指導員が同行する場合は、その日程
等も記載する。 

・校内研修計画書（前期）、校内研修中間報告書（後期） 
・「令和７年度 学力向上計画・報告書」（別紙２） 

(2) 資料提出期日及び提出方法 
提出期日 原則として土曜・日曜・祝日を除いて訪問３日前の朝まで 

提出方法 
園・学校は PDF ファイルにて町教育委員会へ提出する。町教育委員会は、学
校から提出された PDF ファイルを東部教育事務所復命担当あて提出する。 

(3) 教科等指導員が同行する場合は、指導案及び校内研修資料を PDF ファイルで、教科等指導員
の所属校あてメールにて送付し、電話連絡により送付の確認をする。 

(4) 学校保健担当指導主事が同行する場合は、「学校保健等にかかわる学校訪問指導実施要項」に
より別に示す。 

 
３  留意事項  
(1) 管理職等（学校は校長、教頭、教務主任）と園・学校経営について話し合う時間を１単位時間

設定する。前期については、園・学校が示す「園・学校経営の重点」の方針・取組について協議
を行う。後期については、「園・学校経営の重点」の進捗状況について協議を行う。 

(2) 教員は２年に１度、前期の一般授業又は後期の研究授業を行う。但し初任者は原則、前期に一
般授業を行う。指導案は県教育委員会が示した形式（Ａ４判２ページ程度）とする。 

(3) 一般・研究授業は、１単位時間を参観する。授業研究会は、グループ指導（授業者及び同じ学 
年の教員、同じ教科の教員など）とし、一般授業では１授業につき 40 分程度、研究授業では１
授業につき 60 分程度の時間を設定する。また、少人数による話合いのもち方（PAD カードや概
念化シートの活用、端末を活用した KJ法的な手法など）を工夫する。 

(4) 保育・授業研究会は分科会の形態とし、研究協議が効果的に行われるよう協議内容や課題を
焦点化し、必ず子どもの姿をもとに協議する。また、少人数による話合いのもち方（PAD カード
や概念化シートの活用、端末を活用した KJ法的な手法など）を工夫する。 

(5) 一般授業・研究授業では、前期・後期訪問を通じて、できるだけ多くの教科・領域での授業を
実施することを求める。また、授業の中で ICT の有効的な活用も求める。 

(6) 園訪問の研究保育公開は原則１名とする（「明和こども園」については原則２名）。 
(7) 後期学校計画訪問の代表授業者は原則１～２名とする。 
(8) 教職経験２年目の教員については、３学期に一般授業を実施することとし、１単位時間の個

別指導を行う。また、指導案は、一般授業と同じ形式とする。 
(9) 園・校内研修推進上の課題について研修主任等、学力向上対策について学力向上コーディネ

ーターに指導助言する時間を設定する（小・中学校は前・後期とも必須）。 
(10) 指導要録、出席簿、年間指導計画、危機管理マニュアル、学校いじめ防止基本方針、各種全体

計画、個別の指導計画、個別の教育支援計画等については、訪問日に提示できるよう整理してお
く。 
※帳簿等の内容について伝える時間を昼食後の休憩時間に 10 分程度設定する。 

(11) 養護教諭あるいは栄養教諭が、TTにより一般授業を行う場合には、「学校保健等にかかわる
学校訪問指導実施要項」をもとに実施する。 


